
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
市

街
地
に
お
け
る
建
築
制
限
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
被
災
市
街
地
に
お
け
る
建
築
制
限
）

第
一
条
　
特
定
行
政
庁
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る

特
定
行
政
庁
を
い
う
。
第
三
項
及
び
附
則
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発

生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
市
街
地
が
甚

大
な
被
害
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
都
市
計
画
（
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
を
い
う
。
）
又
は
土
地
区

画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ

る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
た
め
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、

当
該
市
街
地
の
健
全
な
復
興
を
図
る
た
め
や
む
を
得
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
建
築
基
準
法
第
八
十
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法

（
平
成
七
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
市
街
地
の
土
地
の
区
域
を
指

定
し
、
期
間
を
限
り
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物

（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を

い
う
。
第
四
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
建
築
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る

建
築
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
制
限
し
、

又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
禁
止
は
、
平
成
二
十

三
年
九
月
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
特
定
行
政
庁
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
更
に
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
第
一
項

の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
延
長
後
の
期
間
の
満
了
の
日
が
平
成
二
十
三
年

九
月
十
一
日
後
と
な
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
平
成
二
十
三
年
九
月
十

一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
後

の
期
間
の
満
了
の
日
」
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
指

定
の
際
現
に
当
該
区
域
内
に
お
い
て
建
築
の
工
事
中
の

建
築
物
に
対
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

５
　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
建
築
基
準
法

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
法
令
の
規
定
と

み
な
す
。

６
　
建
築
基
準
法
第
九
十
一
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
区

域
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７
　
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
第
一
項
の
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
事
業
又
は

同
項
に
規
定
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
第

八
十
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
一
項
の
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
事
業
又
は
同
項
に

規
定
す
る
事
業
と
み
な
し
て
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平

成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
）

第
二
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
禁
止
に

違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
の
建
築
主
（
建

築
基
準
法
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
建
築
主
を
い

う
。
）
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業

務
に
関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為

者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項

の
刑
を
科
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
特
定
行
政
庁
は
、
建
築
基
準
法
第
八
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
で
あ
っ
て
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間

は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
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